
喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、裸裸裸裸火の使用、危険物の持火の使用、危険物の持火の使用、危険物の持火の使用、危険物の持込込込込み等の際の注意事み等の際の注意事み等の際の注意事み等の際の注意事項項項項    

    

１．１．１．１．喫煙喫煙喫煙喫煙場所について場所について場所について場所について    

（（（（１ ）１ ）１ ）１ ） 喫 煙喫 煙喫 煙喫 煙 場 所 は 入 場 者 、 利 用 者 等 の場 所 は 入 場 者 、 利 用 者 等 の場 所 は 入 場 者 、 利 用 者 等 の場 所 は 入 場 者 、 利 用 者 等 の 避避避避 難難難難 又又又又 は 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そ れは 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そ れは 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そ れは 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そ れ

の な い 場 所 で 必 要 最 小 限 度 のの な い 場 所 で 必 要 最 小 限 度 のの な い 場 所 で 必 要 最 小 限 度 のの な い 場 所 で 必 要 最 小 限 度 の 範範範範 囲 と す る 。囲 と す る 。囲 と す る 。囲 と す る 。    

（ ２ ） 原 則 と し て １ ヶ 所 と す る 。（ ２ ） 原 則 と し て １ ヶ 所 と す る 。（ ２ ） 原 則 と し て １ ヶ 所 と す る 。（ ２ ） 原 則 と し て １ ヶ 所 と す る 。    

（ ３ ）（ ３ ）（ ３ ）（ ３ ） 喫 煙喫 煙喫 煙喫 煙 所 に 接 し て 商 品 等 可 燃 物 を 展 示 す る 場 合 は 、所 に 接 し て 商 品 等 可 燃 物 を 展 示 す る 場 合 は 、所 に 接 し て 商 品 等 可 燃 物 を 展 示 す る 場 合 は 、所 に 接 し て 商 品 等 可 燃 物 を 展 示 す る 場 合 は 、 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 以 上 の以 上 の以 上 の以 上 の 距 離距 離距 離距 離

を 保 つ こ と 。を 保 つ こ と 。を 保 つ こ と 。を 保 つ こ と 。    

（ ４ ） 吸（ ４ ） 吸（ ４ ） 吸（ ４ ） 吸 殻殻殻殻 容 器 は 、 容 易 に 転容 器 は 、 容 易 に 転容 器 は 、 容 易 に 転容 器 は 、 容 易 に 転 倒倒倒倒 し な い も の と し 、 水 が 入 れ て あ る こ と 。し な い も の と し 、 水 が 入 れ て あ る こ と 。し な い も の と し 、 水 が 入 れ て あ る こ と 。し な い も の と し 、 水 が 入 れ て あ る こ と 。    

（ ５ ）（ ５ ）（ ５ ）（ ５ ） 喫 煙喫 煙喫 煙喫 煙 所 に は 「所 に は 「所 に は 「所 に は 「 喫 煙喫 煙喫 煙喫 煙 所 」 と 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。所 」 と 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。所 」 と 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。所 」 と 表 示 し た 標 識 を 設 け る こ と 。    
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２ ．２ ．２ ．２ ． 裸裸裸裸 火 の 使 用 に つ い て火 の 使 用 に つ い て火 の 使 用 に つ い て火 の 使 用 に つ い て    

（ １ ）（ １ ）（ １ ）（ １ ） 裸裸裸裸 火 の 使 用 場 所 は 必 要 最 小 限 と す る こ と 。 た だ し 、 ２ ヶ 所 以 上 で 使火 の 使 用 場 所 は 必 要 最 小 限 と す る こ と 。 た だ し 、 ２ ヶ 所 以 上 で 使火 の 使 用 場 所 は 必 要 最 小 限 と す る こ と 。 た だ し 、 ２ ヶ 所 以 上 で 使火 の 使 用 場 所 は 必 要 最 小 限 と す る こ と 。 た だ し 、 ２ ヶ 所 以 上 で 使

用 す る 場 合 に は 、 一 方 の コ ン ロ か ら 他 方 の ガ ス ボ ン ベ 等 と の用 す る 場 合 に は 、 一 方 の コ ン ロ か ら 他 方 の ガ ス ボ ン ベ 等 と の用 す る 場 合 に は 、 一 方 の コ ン ロ か ら 他 方 の ガ ス ボ ン ベ 等 と の用 す る 場 合 に は 、 一 方 の コ ン ロ か ら 他 方 の ガ ス ボ ン ベ 等 と の 距 離距 離距 離距 離 をををを

６６６６ m m m m 以 上以 上以 上以 上 離離離離 す こ と 。す こ と 。す こ と 。す こ と 。    

（ ２ ） 使 用 場 所 は 、 入 場 者 、 利 用 者 等 の（ ２ ） 使 用 場 所 は 、 入 場 者 、 利 用 者 等 の（ ２ ） 使 用 場 所 は 、 入 場 者 、 利 用 者 等 の（ ２ ） 使 用 場 所 は 、 入 場 者 、 利 用 者 等 の 避避避避 難難難難 又又又又 は 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そは 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そは 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そは 通 行 に 支 障 を 生 じ る お そ

れ の な い 場 所 と す る 。れ の な い 場 所 と す る 。れ の な い 場 所 と す る 。れ の な い 場 所 と す る 。    

（ ３ ） 当（ ３ ） 当（ ３ ） 当（ ３ ） 当 該該該該 場 所 の 直 近 に 消 火 器 を 付 加 設 置 す る こ と 。場 所 の 直 近 に 消 火 器 を 付 加 設 置 す る こ と 。場 所 の 直 近 に 消 火 器 を 付 加 設 置 す る こ と 。場 所 の 直 近 に 消 火 器 を 付 加 設 置 す る こ と 。    

（ ４ ） 火 気 使 用 器 具 は（ ４ ） 火 気 使 用 器 具 は（ ４ ） 火 気 使 用 器 具 は（ ４ ） 火 気 使 用 器 具 は 耐耐耐耐 火 構 造火 構 造火 構 造火 構 造 又又又又 は 下 地 を 不 燃 材 料 と し た 防 火 構 造 のは 下 地 を 不 燃 材 料 と し た 防 火 構 造 のは 下 地 を 不 燃 材 料 と し た 防 火 構 造 のは 下 地 を 不 燃 材 料 と し た 防 火 構 造 の 壁壁壁壁 にににに

接 し た 場 所接 し た 場 所接 し た 場 所接 し た 場 所 及及及及 び 台 上 に 設 置 す る こ と 。 た だ し 、 通 路 等 公 衆 の 出 入 りび 台 上 に 設 置 す る こ と 。 た だ し 、 通 路 等 公 衆 の 出 入 りび 台 上 に 設 置 す る こ と 。 た だ し 、 通 路 等 公 衆 の 出 入 りび 台 上 に 設 置 す る こ と 。 た だ し 、 通 路 等 公 衆 の 出 入 り

す る 場 所 に 面 す る 部 分 に 設 置 す る 場 合 は 、 ガ ラ ス 等 の 不 燃 材 料 に よす る 場 所 に 面 す る 部 分 に 設 置 す る 場 合 は 、 ガ ラ ス 等 の 不 燃 材 料 に よす る 場 所 に 面 す る 部 分 に 設 置 す る 場 合 は 、 ガ ラ ス 等 の 不 燃 材 料 に よす る 場 所 に 面 す る 部 分 に 設 置 す る 場 合 は 、 ガ ラ ス 等 の 不 燃 材 料 に よ

るるるる 遮 蔽遮 蔽遮 蔽遮 蔽 と す る こ と が でと す る こ と が でと す る こ と が でと す る こ と が で き る 。き る 。き る 。き る 。    

（ ５ ） 可 燃 性 ガ ス を 使 用 す る 場 合 に は 、 ガ ス（ ５ ） 可 燃 性 ガ ス を 使 用 す る 場 合 に は 、 ガ ス（ ５ ） 可 燃 性 ガ ス を 使 用 す る 場 合 に は 、 ガ ス（ ５ ） 可 燃 性 ガ ス を 使 用 す る 場 合 に は 、 ガ ス 漏漏漏漏 れ 警 報 機 を 設 置 す る こ と 。れ 警 報 機 を 設 置 す る こ と 。れ 警 報 機 を 設 置 す る こ と 。れ 警 報 機 を 設 置 す る こ と 。    

（ ６ ） 可 燃 性 ガ ス の 持（ ６ ） 可 燃 性 ガ ス の 持（ ６ ） 可 燃 性 ガ ス の 持（ ６ ） 可 燃 性 ガ ス の 持 込込込込 み は 、 建 物 全 体 で 内 容 量 ５ ０み は 、 建 物 全 体 で 内 容 量 ５ ０み は 、 建 物 全 体 で 内 容 量 ５ ０み は 、 建 物 全 体 で 内 容 量 ５ ０ kg kg kg kg に 相 当 す る 個 数に 相 当 す る 個 数に 相 当 す る 個 数に 相 当 す る 個 数

未 満 と し 、 転未 満 と し 、 転未 満 と し 、 転未 満 と し 、 転 倒倒倒倒 、 落 下 防 止 の 処 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。、 落 下 防 止 の 処 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。、 落 下 防 止 の 処 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。、 落 下 防 止 の 処 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。    
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